
別添様式
総括表（その１）

府　省　名 総　　務　　省

廃止 民営化
官民競争入札等

の適用
他法人等への

移管・一体的実施
その他

・資料の収集、保
管及び展示

・調査研究

・記録の作成・頒
布、講演会等の実
施等

・書状等の贈呈事
業

  未処理分につ
いては、より効
率的な業務運営
に努め迅速かつ
着実な処理を図
る。

・特別記念事業等

　積極的かつ効果
的に事業の周知を
図るとともに、迅速
かつ着実な事務処
理を図る。

独  立  行  政  法  人  の  整  理  合  理  化  案

平和祈念事業特
別基金

事務・事業名法人名
組織の見直しに係る具体的措置

類型名（区分）

特定事業執行型
（情報発信・展示・
普及・助言等型）

　本独立行政法人は、独
立行政法人平和祈念事業
特別基金等に関する法律
の廃止等に関する法律
（平成１８年、法律第１１９
号）に基づき、平成２２年９
月３０日までの間において
政令で定める日までに廃
止。
　廃止までの間において
は、引き続き人件費総額
の削減及び事務事業が最
も効果的かつ効率的に行
えるよう、柔軟な組織体制
の整備並びに業務内容・
業務量に応じた人員配置
を図る。

　費用対効果を考
慮しつつ、より一層
の業務運営の効
果的・効率的な実
施を図る。

事務・事業の見直しに係る具体的措置
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　 法人名 府省名

沿革

　

法定数 常勤（実員） 非常勤（実員）

2人 2人 0人 19人

　 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度（要求）

1,010 907 849 824

－ － － －

1,010 907 849 824

1,010 907 849 824

－ － － －

－ － － －

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度（要求）

　 1,865 1,608 11,255（特別記念事業の実施に伴う増） 8,159（特別記念事業の実施に伴う増）

　

平成17年度 平成18年度 平成19年度（見込み） 平成20年度（見込み）

　 1,613 1,560 11,063（特別記念事業の実施に伴う増） 8,030（特別記念事業の実施に伴う増）

　

　

特別会計

平和祈念事業特別基金

①戦後処理問題懇談会報告の趣旨に沿って、特別基金を創設し、関係者の労苦を慰藉する等の事業を行う、との政府・党合意に基づき、認可法人による平和祈念事業特別基金を設立し、「平和祈
念事業特別基金等に関する法律（昭和６３年法律第６６号）」に基づき、恩給欠格者、戦後強制抑留者及び引揚者の関係者の労苦を慰藉する等の事業を行うこととされた。
②特殊法人等改革法に基づく「特殊法人等整理合理化計画」（平成１３年１２月１９日閣議決定）により、平和祈念事業特別基金を解散して独立行政法人平和祈念事業特別基金に事業を承継させる
こと等が定められ、「平和祈念事業特別基金等に関する法律の一部を改正する法律」（平成１４年１２月６日法律第１３３号）に基づき、平成１５年１０月１日独立行政法人に移行した。
③与党提出の「独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律（平成１８年１２月２２日法律第１１９号）」が公布されたことにより、基金は平成２２年９月３０日までに解
散することとなった。

役員数

役職員数（監事を除く。）及び職員数
（平成19年1月1日現在）

総務省

職員数（実員）

国からの財政
支出額の推移
（17～20年
度）
（単位：百万円）

―

　うち運営費交付金

　うち施設整備費等補助金

　うちその他の補助金等

発生要因
　認可法人からの承継分(7)、償却原価法による有価証券の評価増分(75)、未収収益（95）、入居ビルの敷金(198)、収益化による利益(11)、運用
収入の増収分（35）、絵画等非償却資産(11)、自己資産等（1）

見直し案 ―

433

行政サービス実施コストの推移（17～20年度）
（単位：百万円）

独立行政法人の整理合理化案様式

平成17年度 平成18年度

338 382

総括表（その２-

年度

（単位:百万円）

計

一般会計

　経費総額については、認可法人時代の平成１４事業年度に対する中期目標期間における最終事業年度の割合を８５％以下とするとの中期目
標を既に達成し、平成１８事業年度において１９．１％削減したものとなっている。

支出予算額の推移（17～20年度）
（単位：百万円）

利益剰余金（又は繰越欠損金の推移）
(17･18年度）

平成17年度 平成18年度

見直しに伴う行政サービス実施コストの改善内容
及び見込額（単位：百万円）

中期目標の達成状況（業務運営の効率化に関する
事項等）（平成18年度実績）

420

運営費交付金債務残高(17･18年度）
（単位：百万円）
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- - - -

所在地 - - - -

職員数 - - - -

- - - -

- - - -

- - - -

総括表（その２-２）

支部・事業所
等

支部・事業所等で行う事務・事業
名

支部・事業所等の名称

20年度
予算要
求額
（百万
円）

国からの財政支出
（対１９年度当初予算

増減額）

支出予算額
（対１９年度当初予算

増減額）
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＜事務・事業関係＞
 特定事業執行型（情報発信・展示・普及・助言等型）  特定事業執行型（情報発信・展示・普及・助言等型）  特定事業執行型（情報発信・展示・普及・助言等型）  特定事業執行型（情報発信・展示・普及・助言等型）

【資料の収集、保管及び展示】 【調査研究】
【記録の作成・頒布、講演会等の実施
等】

【書状等の贈呈事業】

・恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚者
（以下「関係者」という。）の労苦に関する
資料（以下「関係資料」という。）の幅広い
収集
・保有している関係資料について、体系的
な整理及び適切な環境での保管等
・関係者の労苦をより多くの国民の理解を
深めるため、平和祈念展示資料館での展
示及び全国各地における展示会等の開催
等

・関係者の労苦についての調査研究を計
画的に進め、その実態の把握
・外国に所在する関係資料の調査

・調査研究の成果等を有効に活用するた
め、これらの整理・電子データ化を進め、
総合的な管理システムの構築等
・関係者の労苦をより多くの国民の理解を
深めるため、「平和の礎」等の出版、全国
各地において、講演会等を実施
・関係者が体験した労苦を伝えることがで
きるよう、いわゆる「語り部」を育成
・慰霊事業の開催等に対する助成

・関係者に対し書状等を贈呈

－ － － －

３４２(△９５） ５６（△７） １９４（△２７） ２２２（△７２）

　関係者の労苦について国民の理解を深
め、後世に継承する事業を実施している
民間の主体は把握していない。

　関係者の労苦について国民の理解を深
め、後世に継承する事業を実施している
民間の主体は把握していない。

　関係者の労苦について国民の理解を深
め、後世に継承する事業を実施している
民間の主体は把握していない。

　関係者に対し慰藉の念を示す事業を実
施している民間の主体は把握していない。

　戦後60年以上を経過し関係者も高齢す
るとともに、戦後生まれの世代が多数を占
め、戦争体験者の記憶が薄れていく中、
経年による資料の散逸・劣化が懸念され、
今次の大戦における尊い戦争犠牲を銘記
し、かつ永遠の平和を祈念する場がなくな
り、関係者の労苦について国民の理解を
深め、後世に引き継いでいくことができなく
なる。
　なお、資料等の記録・保存については、
平成17年8月4日付政府・与党了解事項及
び独立行政法人平和祈念事業特別基金
等に関する法律の廃止等に関する法案の
国会審議において、基金廃止後に国にお
いて措置を講じることとされている。

　戦後60年以上を経過し関係者も高齢す
るとともに、戦後生まれの世代が多数を占
め、戦争体験者の記憶が薄れていく中、
経年による資料の散逸・劣化が懸念され、
今次の大戦における尊い戦争犠牲を銘記
し、かつ永遠の平和を祈念する場がなくな
り、関係者の労苦について国民の理解を
深め、後世に引き継いでいくことができなく
なる。
　なお、資料等の記録・保存については、
平成17年8月5日付政府・与党了解事項及
び独立行政法人平和祈念事業特別基金
等に関する法律の廃止等に関する法案の
国会審議において、基金廃止後に国にお
いて措置を講じることとされている。

　戦後60年以上を経過し関係者も高齢す
るとともに、戦後生まれの世代が多数を占
め、戦争体験者の記憶が薄れていく中、
経年による資料の散逸・劣化が懸念され、
今次の大戦における尊い戦争犠牲を銘記
し、かつ永遠の平和を祈念する場がなくな
り、関係者の労苦について国民の理解を
深め、後世に引き継いでいくことができなく
なる。
　なお、資料等の記録・保存については、
平成17年8月6日付政府・与党了解事項及
び独立行政法人平和祈念事業特別基金
等に関する法律の廃止等に関する法案の
国会審議において、基金廃止後に国にお
いて措置を講じることとされている。

　申請の受付を終了。

② 主要業務 主要業務 主要業務 主要業務

１９年 １９年 １９年 １９年

　平成15年10月、認可法人から独立行政
法人へ移行

　平成15年10月、認可法人から独立行政
法人へ移行

　平成15年10月、認可法人から独立行政
法人へ移行

　平成15年10月、認可法人から独立行政
法人へ移行

20名（平成19年度末の常勤役職員数の予定）事務・事業に係る定員（19年度）

事務・事業の位置づけ
（主要な事務・事業との関連）

事務・事業の概要

Ⅰ．横断的視点

該当類型

１．事務・事業及び組織の見直し

事務・事業名

国からの財政支出
（対19年度当初予算増減額）

事務・事業に
係る20年度予
算要求額（百
万円）

支出予算額
（対19年度当初予算増減額）

事業開始からの継続年数

①
廃止すると生じる問題の内容、

程度、国民生活への影響

民間主体による実施状況
（同種の事業を行う民間主体のｺｽﾄ、人員

等）

これまでの見直し内容

③
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④

　昭和50年代に入り、関係者から種々の
強い要望が出されたこと等から民間有識
者による戦後処理問題懇談会が設置さ
れ、この審議の結果「関係者に対し衷心か
ら慰藉の念を示すことが必要である」との
提言を受け、政府として平和祈念事業特
別基金を設立し、関係者に対し慰藉の念
を示す事業を推進しているところである。
　資料等の記録・保存については、平成17
年8月4日付政府・与党了解事項及び独立
行政法人平和祈念事業特別基金等に関
する法律の廃止等に関する法案の国会審
議において、基金廃止後に国において措
置を講じることとされている。

　昭和50年代に入り、関係者から種々の
強い要望が出されたこと等から民間有識
者による戦後処理問題懇談会が設置さ
れ、この審議の結果「関係者に対し衷心か
ら慰藉の念を示すことが必要である」との
提言を受け、政府として平和祈念事業特
別基金を設立し、関係者に対し慰藉の念
を示す事業を推進しているところである。
　資料等の記録・保存については、平成17
年8月5日付政府・与党了解事項及び独立
行政法人平和祈念事業特別基金等に関
する法律の廃止等に関する法案の国会審
議において、基金廃止後に国において措
置を講じることとされている。

　昭和50年代に入り、関係者から種々の
強い要望が出されたこと等から民間有識
者による戦後処理問題懇談会が設置さ
れ、この審議の結果「関係者に対し衷心か
ら慰藉の念を示すことが必要である」との
提言を受け、政府として平和祈念事業特
別基金を設立し、関係者に対し慰藉の念
を示す事業を推進しているところである。
　資料等の記録・保存については、平成17
年8月6日付政府・与党了解事項及び独立
行政法人平和祈念事業特別基金等に関
する法律の廃止等に関する法案の国会審
議において、基金廃止後に国において措
置を講じることとされている。

　昭和50年代に入り、関係者から種々の
強い要望が出されたこと等から民間有識
者による戦後処理問題懇談会が設置さ
れ、この審議の結果「関係者に対し衷心か
ら慰藉の念を示すことが必要である」との
提言を受け、政府として平和祈念事業特
別基金を設立し、関係者に対し慰藉の念
を示す事業を推進しているところである。

－ 　－ 　－ 　－

事業費：３４２ 　事業費：５６ 事業費：１９４ 事業費：２２２

　 ②
　19年度が1回目の中期目標期間の最終
年度である。

　19年度が1回目の中期目標期間の最終
年度である。

　19年度が1回目の中期目標期間の最終
年度である。

　19年度が1回目の中期目標期間の最終
年度である。

③
米国、英国、仏国、伊国、大韓民国等にお
いて、いずれも政府により運営されてい
る。

米国、英国、仏国、伊国、大韓民国等にお
いて、いずれも政府により運営されてい
る。

　関係者に対し慰藉の念を示す事業を実
施している諸外国における公的主体は把
握していない。

　関係者に対し慰藉の念を示す事業を実
施している諸外国における公的主体は把
握していない。

④

　関係者に対し慰藉の念を示すという目的
を達成するため、資料の収集については、
あらゆる機会を捉えてこれまで法人が継
続して実施してきた措置が有効に機能し
た結果、各事業年度において、目標を達
成しており、十分な成果を上げている。展
示資料館の入館者数については、平成15
年10月から18年度末までで163,227人であ
り、18年度までの中期目標の152,000人を
約7％以上上回っており、目標を達成する
など評価委員会より“ＡＡ”評価を得てい
る。

　これまでカザフスタン共和国で戦後強制
抑留関係の資料が存在しないとされてい
たものが、存在を確認するとともに、旧ソ
連時代の重要な文書を入手したことなど
から評価委員会より“ＡＡ”評価を得てい
る。

  関係者の労苦を後世に語り継ぐための
業務としての実績が目標を大幅に上回っ
て達成したことから評価委員会の“ＡＡ”評
価を得ている。

　戦後60年余りが経過し、関係者の高齢
化が進むとともに、年々確認作業が困難
化する中、関係者に対し慰藉の念を示す
という目的を達成するため、迅速かつ着実
な処理を進めており、有効な施策として認
められたことから評価委員会より“Ａ”評価
を得ている。

財政支出への依存度
（国費／事業費）（百万円）

これまでの指摘に対応する措置

諸外国における公的主体による
実施状況

国の重点施策との整合性

受益と負担との関係
（受益者・負担者の関係、両者の関係）

①
（１）

事務・事業
のゼロベース
での見直し

財政支出に見合う効果
（効果が得られているか、その根拠）
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　戦後60年以上を経過し、関係者も高齢
化している上、経年による資料の散逸・劣
化が懸念される中、基金の目的である「関
係者の労苦について国民の理解を深め
る」ためには、関係資料は不可欠の要素
であり、法人が関係資料を一体的に収集・
保管・展示することは当該目的を達成する
ために有効な手段である。その事務・事業
の廃止は、戦後生まれの世代が多数を占
め、戦争体験者の記憶が薄れていく中、
今次の大戦における尊い戦争犠牲を銘記
し、かつ永遠の平和を祈念する機会や場
がなくなり、関係者の労苦について国民の
理解を深め、後世に引き継きついでいくと
いう法人の目的が困難となる。これらのこ
とから法人が関係資料を収集・保管・展示
して後世に引き継いでいくことは、関係者
及びそのご遺族を慰藉することにもなると
認められ、必要不可欠な施策である。

　労苦の実態把握については、関係者の
労苦を後世に継承するという基金の目的
に照らし、非常に有意義と認められるもの
であるが、戦後60年以上を経過し、関係者
も高齢化している上、経年による資料の散
逸・劣化が懸念されており、関係者の労苦
について後世に継承するための資料の収
集が年々困難となってきている現在、これ
まで以上に積極的に実施する必要があ
る。
　外国資料の調査については、外交上の
問題や経年による資料の散逸、劣化等が
懸念される中、関係者の労苦を後世に継
承するため、さらに実施することが必要で
ある。

　記録の作成及び頒布、講演会その他の
催しを実施して、関係者の労苦を広く周知
することは、国民の理解を深め、労苦を後
世に承継するとの基金の目的に照らして、
必要不可欠な施策である。
　また、語り部を育成して、展示資料館へ
の来館者や関東周辺の小学校児童等に
対し、体験者自らが直接生の声でその労
苦や平和の尊さについて語りかけることに
より、その理解を深めようとすることは必
要な施策である。
　催し等への助成については、関係団体
が実施する慰霊事業を円滑に推進するた
めのものであり、関係者に対し慰藉の念を
示すとの法人の目的に照らして、必要な施
策と認められる。
　これらの事務・事業の廃止は、戦後60年
以上を経過し、戦後生まれの世代が多数
を占め、戦争体験者の記憶が薄れていく
中、関係者の労苦を後世に語り継ぐこと
や、今次の大戦における尊い戦争犠牲を
銘記し、かつ永遠の平和を祈念することを
広く国民に周知し、平和の重要性について
広く理解を得ることが困難となるため、こ
れらの事務・事業は必要不可欠な施策で
ある。

　基金廃止法の成立により、本事業の申
請受付は平成19年3月末をもって終了して
いるが、相当数の未処理の請求について
は、より一層効率的な業務運営を行い着
実かつ迅速な処理が不可欠である。

事務・事業が真に不可欠かどうかの評
価
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　基金が平成22年9月末までに廃止され、
その後は国において措置を講じることとさ
れていることを見据えて、費用対効果を考
慮するなど、より一層の業務運営の効率
化を図りつつ、収集方法、保管方法などに
ついて検討する。

　基金が平成22年9月末までに廃止され、
その後は国において資料等の記録・保存
について措置を講ずることとされているこ
とを踏まえ、より一層効率的かつ効果的に
実施することを念頭に、基金廃止までの残
された期間内でどこまで行いうるかを検討
しつつ行うこととする。

　記録の作成及び頒布については、関係
者の労苦を後世に継承するために非常に
有効かつ有意義と認められるものであるこ
とから、関係者が高齢化していることなど
を踏まえ、その健康状態等にも配慮しつつ
引き続き実施する。
　講演会等の実施については、 関係者の
労苦を後世に継承するために有効かつ有
意義と認められることから引き続き実施す
る。なお、実施に当たっては平和祈念展示
資料館や類似の催し等との有機的な連携
を視野に置きながら、会場の制約、費用や
その効果等を考慮し、より一層効率的な業
務運営を図る。
　語り部の育成については、資料館の展
示に説得力をもたせたり、児童・生徒に関
係者の労苦や平和の尊さについて伝える
上で、有効かつ効果的と認められることか
ら、引き続き費用の削減に努めるなど、よ
り一層効果的かつ効率的な業務運営を図
る。
　催し等への助成については、関係者の
労苦を後世に継承する上で有効と認めら
れることから、関係団体の動向も注視しつ
つ、引き続き実施する。

　基金廃止法の成立により、本事業の申
請受付は平成19年3月末をもって終了して
おり、贈呈事務を終えた時点で廃止する。

－ － － －

－ － － －

否 否 否 否

－ － － －

－ － － －

－ － － －

－ － － －

否

　基金の目的である「今次の大戦における
尊い戦争犠牲を銘記し、かつ、永遠の平
和を祈念するため、関係者の労苦につい
て国民の理解を深めること等により関係者
に対し慰藉の念を示す」事業は民営化に
なじまない。

　基金の目的である「今次の大戦における
尊い戦争犠牲を銘記し、かつ、永遠の平
和を祈念するため、 関係者の労苦につい
て国民の理解を深めること等により関係者
に対し慰藉の念を示す」事業は民営化に
なじまない。

　基金の目的である「今次の大戦における
尊い戦争犠牲を銘記し、かつ、永遠の平
和を祈念するため、関係者の労苦につい
て国民の理解を深めること等により関係者
に対し慰藉の念を示す」事業は民営化に
なじまない。

　基金廃止法の成立により、本事業の申
請受付は平成19年3月末をもって終了して
いるため。

a施設の管理・運営

　 　

否 否 否 否

理由

事務・事業の見直し案（具体的措置）

民営化の可否

（２）
事務・事業の
民営化の検討

民営化の時期

事業性の有無とその理由

民営化を前提とした規制の可能
性・内容

民営化しない理由

可

官民競争入札等の実施の可否

民営化に向けた措置

該当する対象事業

行政サービス実施コストに与える影響
（改善に資する事項）

a施設の管理・運営,b研修、c.国家試
験等、d相談、e広報・普及啓発

a施設の管理・運営,b研修、c.国家試
験等、d相談、e広報・普及啓発

a施設の管理・運営,b研修、c.国家試
験等、d相談、e広報・普及啓発

f検査検定、g徴収、hその他 f検査検定、g徴収、hその他 f検査検定、g徴収、hその他 f検査検定、g徴収、hその他

a施設の管理・運営,b研修、c.国家試
験等、d相談、e広報・普及啓発

h

a

h h
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入札種別（官民競争／民間競
争）

－ － － －

入札実施予定時期 － － － －

事業開始予定時期 － － － －

契約期間 － － － －

否 導入しない理由
　既に可能なものから積極的に外部委託
を実施しており、事務・事業の効率的な適
用に努めている。

　既に可能なものから積極的に外部委託
を実施しており、事務・事業の効率的な適
用に努めている。

　既に可能なものから積極的に外部委託
を実施しており、事務・事業の効率的な適
用に努めている。

　基金廃止法の成立により、本事業の申
請受付は平成19年3月末をもって終了して
いるため。

（３）
官民競争入札
等の積極的な

適用

今
後
の
対
応

可
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無 無 無 無

否 否 否 否

移管先 － － － －

内容 － － － －

理由 － － － －

　 否 移管しない理由

　「今次の大戦における尊い戦争犠牲を銘
記し、かつ、永遠の平和を祈念するため、
関係者の労苦について国民の理解を深め
ること等により関係者に対し慰藉の念を示
す」事業を行っている法人がない。

　「今次の大戦における尊い戦争犠牲を銘
記し、かつ、永遠の平和を祈念するため、
関係者の労苦について国民の理解を深め
ること等により関係者に対し慰藉の念を示
す」事業を行っている法人がない。

　「今次の大戦における尊い戦争犠牲を銘
記し、かつ、永遠の平和を祈念するため、
関係者の労苦について国民の理解を深め
ること等により関係者に対し慰藉の念を示
す」事業を行っている法人がない。

　基金廃止法の成立により、本事業の申
請受付は平成19年3月末をもって終了して
いるため。

否 否 否 否　

一体的に実施する法人等 － － － －

内容 － － － －

理由 － － － －

　 否 一体的実施を行わない理由

　「今次の大戦における尊い戦争犠牲を銘
記し、かつ、永遠の平和を祈念するため、
関係者の労苦について国民の理解を深め
ること等により関係者に対し慰藉の念を示
す」事業を行っている法人がない。

　「今次の大戦における尊い戦争犠牲を銘
記し、かつ、永遠の平和を祈念するため、
関係者の労苦について国民の理解を深め
ること等により関係者に対し慰藉の念を示
す」事業を行っている法人がない。

　「今次の大戦における尊い戦争犠牲を銘
記し、かつ、永遠の平和を祈念するため、
関係者の労苦について国民の理解を深め
ること等により関係者に対し慰藉の念を示
す」事業を行っている法人がない。

　基金廃止法の成立により、本事業の申
請受付は平成19年3月末をもって終了して
いるため。

　

移
管

可

（４）
他の法人への
移管・一体的

実施

対象となる事務・事業の内容

可

一体的実施の可否

一
体
的
実
施

移管の可否
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＜事務・事業関係＞
 特定事業執行型（情報発信・展示・普及・助言等型）  特定事業執行型（情報発信・展示・普及・助言等型）  特定事業執行型（情報発信・展示・普及・助言等型）

【特別記念事業等】

【その他の重点事項】
　・効果的な広報
　・ホームページの充実
　・地方公共団体との連携強化
　・関係資料館とのネットワーク化
　・外国の関係機関との関係強化

【その他業務運営に関する重要事項】
・環境に配慮した業務運営
・危機管理体制の整備
・職場環境の形成

・「関係者」本人に対して慰労品を贈呈
・慰霊碑の建立

・関係者の労苦に対する国民の理解の促
進、関係者への事業内容の周知等に必
要な広報を効果的に実施
・ホームページの内容の充実
・地方公共団体との緊密な連携の確保
・全国の関係資料館とのネットワーク化を
推進
・外国の関係機関との関係の強化

・環境保全の観点から、環境に与える影
響に配慮した業務運営
・常設の展示資料館における危機対応マ
ニュアルを作成する等危機管理体制の整
備
・メンタルヘルス、人権等への適切な対
応、女性に配慮した職場環境の形成

－ － －

－ － －

　関係者に対し慰藉の念を示す事業を実
施している民間の主体は把握していな
い。

－ －

　平成17年8月4日付政府・与党了解事項
及び独立行政法人平和祈念事業特別基
金等に関する法律の廃止等に関する法案
の国会審議を踏まえ、同基金廃止法の成
立に伴って平成19年4月から開始した事
業であり、関係者に対する新たな慰藉事
業として、迅速かつ着実に実施する必要
がある。
　なお、特別記念事業の受付は平成21年
3月31日までとしている。

　関係者に慰藉の念を示し、後世に伝え
るという基金の目的を達成するためには、
必要不可欠である

　環境に配慮した業務運営、危機管理体
制の整備及び適切な職場環境の形成は、
基金の業務運営に必要不可欠なものであ
る。

② 主要業務 その他（事務管理部内） その他（事務管理部内）

0年 １９年 １９年

平成17年8月4日付政府・与党了解事項及
び独立行政法人平和祈念事業特別基金
等に関する法律の廃止等に関する法案の
国会審議を踏まえ、同基金廃止法の成立
に伴って平成19年4月から事業開始。

　平成15年10月、認可法人から独立行政
法人へ移行。

　平成15年10月、認可法人から独立行政
法人へ移行。

これまでの見直し内容

③

国からの財政支出
（対19年度当初予算増減額）

事務・事業に
係る20年度予
算要求額

支出予算額
（対19年度当初予算増減額）

事業開始からの継続年数

①
廃止すると生じる問題の内容、

程度、国民生活への影響

民間主体による実施状況
（同種の事業を行う民間主体のｺｽﾄ、人員等）

事務・事業の位置づけ
（主要な事務・事業との関連）

事務・事業の概要

Ⅰ．横断的視点

該当類型

１．事務・事業及び組織の見直し

事務・事業名

事務・事業に係る定員（19年度） 20名（平成19年度末の常勤役職員数の予定）
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④

　昭和50年代に入り、関係者から種々の
強い要望が出されたこと等から民間有識
者による戦後処理問題懇談会が設置さ
れ、この審議の結果「関係者に対し衷心
から慰藉の念を示すことが必要である」と
の提言を受け、政府として平和祈念事業
特別基金を設立し、関係者に対し慰藉の
念を示す事業を推進しているところであ
る。
 資料等の記録・保存については、平成17
年8月4日付政府・与党了解事項及び独立
行政法人平和祈念事業特別基金等に関
する法律の廃止等に関する法案の国会
審議において、基金廃止後に国において
措置を講じることとされている。

－ －

－ － －

－ － －

　 ②
　平成19年度が1回目の中期目標期間の
最終年度である。

　平成19年度が1回目の中期目標期間の
最終年度である。

　平成19年度が1回目の中期目標期間の
最終年度である。

③
　関係者に対し慰藉の念を示す事業を実
施している諸外国における公的主体は把
握していない。

－ －

④

　平成19年4月から実施のため、把握して
いない。

  低コストの広報媒体である自治体広報
誌の活用したこと、ホームページのアクセ
ス目標値を大きく上回ったこと、地方組織
を有しない当基金が特別記念事業、地方
展示会の開催などが円滑に行えたこと、
などから評価委員会の“Ａ”評価を得てい
る。

　基金が対外的に環境保全の取組を表明
したこと、外部で実施する研修に職員を参
加させたことなどから評価委員会の“Ａ”評
価を得ている。

　平成17年7月4日付政府・与党了解事項
及び独立行政法人平和祈念事業特別基
金等に関する法律の廃止等に関する法案
の国会審議を踏まえ、同基金廃止法の成
立に伴って平成19年4月から新たに開始
された事業であり、多くの関係者に慰労の
品を贈呈できるよう積極的かつ効果的に
その周知徹底に努めるとともに、請求後
早期に慰労の品が申請人の手元に届くよ
う迅速かつ着実な事務処理が不可欠であ
る。

　効果的な広報、ホームページの充実、地
方公共団体との連携強化、関係資料館の
ネットワーク化は、いずれも基金が活動あ
るいは事業を推進していく上で有効かつ
必要な施策であり、相互の理解及び協力
関係の構築に努めるよう、今後とも一層
の推進を図る必要がある。

　環境に配慮した業務運営、危機管理体
制の整備、職場環境の形成効果的な広報
は、いずれも基金が活動あるいは事業を
遂行していく上で有効かつ必要な施策で
あり、今後とも一層の推進を図る必要が
ある。

事務・事業が真に不可欠かどうかの評
価

（１）
事務・事業
のゼロベース
での見直し

財政支出への依存度
（国費／事業費）

これまでの指摘に対応する措置

諸外国における公的主体による
実施状況

国の重点施策との整合性

受益と負担との関係
（受益者・負担者の関係、両者の関係）

①

財政支出に見合う効果
（効果が得られているか、その根拠）
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　平成17年7月4日付政府・与党了解事項
及び独立行政法人平和祈念事業特別基
金等に関する法律の廃止等に関する法案
の国会審議を踏まえ、同基金廃止法の成
立に伴って平成19年4月から新たに開始
された事業であり、多くの関係者に慰労の
品を贈呈できるよう積極的かつ効果的に
その周知徹底に努めるとともに、請求後
早期に慰労の品が申請人の手元に届くよ
う迅速かつ着実な事務処理を図る。

　効果的な広報、ホームページの充実、地
方公共団体との連携強化、関係資料館の
ネットワーク化は、いずれも基金が活動あ
るいは事業を推進していく上で有効かつ
必要な施策であり、相互の理解及び協力
関係の構築に努めるよう、今後とも一層
の推進を図る。

　環境に配慮した業務運営、危機管理体
制の整備、職場環境の形成効果的な広報
は、いずれも基金が活動あるいは事業を
遂行していく上で有効かつ必要な施策で
あり、今後とも一層の推進を図る。

－ － －

－ － －

否 否 否

－ － －

－ － －

－ － －

－ － －

否

　基金の目的である「今次の大戦における
尊い戦争犠牲を銘記し、かつ、永遠の平
和を祈念するため、 労苦について国民の
理解を深めること等により関係者に対し慰
藉の念を示す」事業は民営化になじまな
い。

　基金の目的である「今次の大戦における
尊い戦争犠牲を銘記し、かつ、永遠の平
和を祈念するため、 労苦について国民の
理解を深めること等により関係者に対し慰
藉の念を示す」事業は民営化になじまな
い。

　基金の目的である「今次の大戦における
尊い戦争犠牲を銘記し、かつ、永遠の平
和を祈念するため、 労苦について国民の
理解を深めること等により関係者に対し慰
藉の念を示す」事業は民営化になじまな
い。

a施設の管理・運営

　 　

否 否 否

入札種別（官民競争／民間競
争）

－ － －

入札実施予定時期 － － －

事業開始予定時期 － － －

契約期間 － － －

民営化しない理由

可

今
後
の
対
応

官民競争入札等の実施の可否

可

事業性の有無とその理由

民営化を前提とした規制の可能
性・内容

民営化に向けた措置

民営化の時期

該当する対象事業

行政サービス実施コストに与える影響
（改善に資する事項）

民営化の可否

（２）
事務・事業の
民営化の検討

理由

事務・事業の見直し案（具体的措置）

（３）
官民競争入札
等の積極的な

適用

a施設の管理・運営,b研修、c.国家試
験等、d相談、e広報・普及啓発

a施設の管理・運営,b研修、c.国家試
験等、d相談、e広報・普及啓発

a施設の管理・運営,b研修、c.国家試
験等、d相談、e広報・普及啓発

f検査検定、g徴収、hその他 f検査検定、g徴収、hその他 f検査検定、g徴収、hその他 f検査検定、g徴収、hその他

a施設の管理・運営,b研修、c.国家試
験等、d相談、e広報・普及啓発

a施設の管理・運営,b研修、c.国家試
験等、d相談、e広報・普及啓発

a施設の管理・運営,b研修、c.国家試
験等、d相談、e広報・普及啓発

a施設の管理・運営,b研修、c.国家試
験等、d相談、e広報・普及啓発

f検査検定、g徴収、hその他 f検査検定、g徴収、hその他 f検査検定、g徴収、hその他h h h
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否 導入しない理由
　贈呈に当たって軍歴等の審査等を実施
する必要があり、専門知識が必要なた
め。

事務管理部門であるため 事務管理部門であるため
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無 無 無

否 否 否

移管先 － － －

内容 － － －

理由 － － －

　 否 移管しない理由

　「今次の大戦における尊い戦争犠牲を
銘記し、かつ、永遠の平和を祈念するた
め、 関係者の労苦について国民の理解を
深めること等により関係者に対し慰藉の
念を示す」事業を行っている法人がない

事務管理部門であるため 事務管理部門であるため

否 否 否

一体的に実施する法人等 － － －

内容 － － －

理由 － － －

　 否 一体的実施を行わない理由

　「今次の大戦における尊い戦争犠牲を
銘記し、かつ、永遠の平和を祈念するた
め、 関係者の労苦について国民の理解を
深めること等により関係者に対し慰藉の
念を示す」事業を行っている法人がない

事務管理部門であるため 事務管理部門であるため

　
＜組織関係＞ 　 　

（４）
他の法人への
移管・一体的

実施

対象となる事務・事業の内容

理由

移管の可否

非公務員化の可否

理由

否
（５）
特定独立

行政法人関係

（６）
組織面の見直

し

可

一体的実施の可否

一
体
的
実
施

可

移
管

見直し案
（廃止、民営化、体制の再編・整備

等）

非特定独立行政法人であるため

　人件費総額の削減及び事務事業の見直しに対応し、業務が最も効果的・効率的に行えるよう、柔軟な組織体制の整備及び業
務内容・業務量に応じた人員配置を行う。

　廃止法の成立に伴い、小規模な組織の中で業務量の大幅な増加が見込まれる上で、人件費の削減及び業務経費の削減を図
るために組織等の整備及び弾力的な人員配置が必要なため。
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２．運営の徹底した効率化

役職員の給与等の対国家公務員指数
（在職地域、学歴構成、在職地域・
学歴構成によるラスパイレス指数）

人件費総額の削減状況

現状（平成19年４月１日現在）

効率化目標の設定の
内容・設定時期

（財）全国強制抑留者協会 （社）元軍人軍属短期在職者協力
協会

（社）引揚者団体全国連合会 合計

120 50 7 178

100.0 100.0 100.0 100.0

無 無 無 －

新宿住友ビル管理（株） （株）東急エージェンシー （株）東急エージェンシー 合計

219 97 91 １，０５９(100万円以上の契約）

100.0 0 0

　平成１８年度は、基金廃止法案が国会で審議・議決されたことに伴う関連事務あるいは新規事業に備えるための新たな事務が
発生したこと等により、平成１７年度に比べ２．１％の増となった。

　在職地域 １０１．３　学歴構成 １１７．０　在職地域・学歴構成 １０６．９

①給与水準、人件費の情報公開の状況

うち随意契約額（％）

②一般管
理費、業
務費等

③民間委託による経費節減の取組内容

④情報通信技術による業務運営の効率
化の状況

  役職員の給与等の水準については、「特殊法人等の廃止・民営化等及び独立行政法人の設立等に当たっての基本方針につい
て」（平成14年10月18日特殊法人等改革推進本部決定）等に基づき、ホームページへの掲載等により情報を公開。
　人件費については、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第３０条第５項、第３１条第１項及び第３８条第４項の規定
に基づき、中期計画予算、年度計画予算、財務諸表及び決算報告書を一般の閲覧に供しているほか、ホームページ等への掲載
等により情報を公開。

　業務経費においては、認可法人時代の平成14年度に対し、平成18年度末において８０．９％となっている。

　業務経費については、中期目標等において、「基金の前進である認可法人平和祈念事業特別基金の平成１４事業年度に対す
る中期目標の期間における最終事業年度の割合を８５％以下とする」と定めている。

　可能な限り積極的に外部委託を行っている。

契約額（百万円）

名称

（１）
可能な限りの
効率化の徹底

関
連
法
人

関
連
法
人
以
外
の
契

当該法人への再就職者（役員の氏
名及び当該役員の独立行政法人に
おける最終職名）

名称

　引き続き情報公開に努める。

　基金内職員への事務連絡等の文書は、メールを使用し迅速化を図っている。

　随意契約については、平成18年7月から、契約相手方、契約金額、随意契約理由等をホームページで公表している。

（２）独立行
政法人の資金
の流れ等に関
する情報公開

情報公開の現状

見直しの方向

契約額（百万円）

うち随意契約額（％）
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無 無 無 －

（３）
随意契約
の見直し
（４）
保有資産
の見直し

３．自主性・自律性確保

　展示資料館及び講演会等の各種イベントへの来館者に対してアンケートを実施し、事務・事業の改善に資している。

  ホームページにて公開している。また、行政改革の重要方針（１７．１２．２４閣議決定）に基づく総人件費削減の取組や基金廃止
法成立に伴う特別記念事業の実施についてもその都度中期目標を変更している。

　引き続き職員の意識を高めるべく必要な研修を実施

　中期目標の変更を要する必要が生じた都度、迅速かつ適切に処理を行い、あわせてホームページで公表する。

（１）
中期目標
の明確化

現状

今後の取組方針

契
約
締
結
先

当該法人への再就職者（随契の相
手方で同一所管に属する公益法人
に在職している役員の人数）

（２）
国民による
意見の活用

現状

今後の取組方針

（３）
業務運営
の体制整備

現状（内部統制に係る組織の設置状
況、職員に対する研修の実施状況）

今後の取組方針

プロジェクトごとの収支管理の実施状
況

－

－

　これまで実施してきた展示資料館及び講演会等の各種イベント等でのアンケートの回収率を高めるとともに、基金解散まで2年6
月という短い期間ではあるが、あらゆる機会をとらえ、国民の意見を拾いあげるよう努める。

　危機対応マニュアル、メンタルヘルス等相談窓口を設置するとともに、法令遵守や倫理の確立、基金職員として資質を高めるた
め自己研讃に繋がる研修を実施。

保有していない

別紙２「独立行政法人における随意契約の見直しについて（依頼）」（平成19年８月10日付け行政改革推進本部事務局・総務省行政管理局事務連絡）に記載

－

（４）
管理会計を活

用
した運営の
自立化・効率
化・透明化

管理会計の活用状況とその効果

今後の取組方針
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金額

－

－

－

－

８４４百万円

８４４百万円

最近改善した例

今後改善を予定している点

その他

（６）情報公開の取組状況

　著作権等の法的問題を解消しつつ、基金が保有する各種資料や調査結果等の公開を進める。また、海外向けのホームページ
を充実・強化していく。

　国内向けのホームページに加え、海外に向けて情報発信すべく英語版のホームページを作成。

　基金解散まで最長2年6月であり短期債券で運用せざるを得ないが、経済新聞や証券会社等からの金融情報を活用して可能な
限り高水準の利回りを得るよう努める。

財源

　　　　－

　　　　－

資本金の運用収入

寄付金

　　　　－

　　　　－

自己収入の内容（平成１８年度実績）

利用料

（５）
自己収入の
増大等による

財源措置

見直し案

知的財産権

その他

計

共同研究資金
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5.特定事業執行型

ー

法人内で
の一体的
実施
（③）

同様の事務事業を
実施している施設

無

一体的実施の可否 ー

他の法人
との一体
的実施
（③）

内容 ー

理由

既に可能なものから外部委託を積極的に実施しており、事業の効率的・効果的な実施に努めている。

内容 ー

ー

見直し案 ー

一体的に実施する
法人等

無

ー

対価収受：無(「今次の大戦における尊い戦争犠牲を銘記し、かつ、永遠の平和を祈念するため、 関係
者の労苦について国民の理解を深めること等により関係者に対し慰藉の念を示す」事業であるため)

受益者負担金
（算定方法、総

計）
ー

運営コスト
（内訳、総計）

ー
受益者特
定（②）

受益者特定及び対
価収受の可否

受益者負担金－運
営コスト

官民競争
入札等
（①）

検討

理由

独立行政法人の整理合理化案様式

▲ 94,732

（情報発信・展示・普及・助言等型）

事務・事業の内容

対19年度当初予算増減額

【資料の収集、保管及び展示】

支出予算額

対19年度当初予算増減額

府省名
独立行政法人平和祈念事業特別基金

＝平成22年9月30日までの間において政令で定める日までに
廃止＝

（単位：千円）

ー

事務・事業の名称

341,875

総務省法人名

国からの財政支出額 ー

・恩給欠格者、戦後強制抑留者、引揚者（以下「関係者」という。）の労苦に関する資料（以下「関係資料」とい
う。）の幅広い収集
・保有している関係資料について、体系的な整理及び適切な環境での保管等
・関係者の労苦をより多くの国民に理解してもらうため、平和祈念展示資料館での展示及び全国各地における、展
示会等の開催等
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理由 ー

　引き続き、評価調書等をホームページ等により公表するなど、情報公開を徹底する。

事業効果
（事前、
事後）
（⑤）

　関係資料の収集・保管・展示について、費用対効果を考慮し、より一層の業務運営の効果的かつ効率
的な実施を図り、基金の廃止を見据えて保有する資料の保存方法等について適正かつ慎重に検討する。

　業務の実績に関する評価調書をホームページ等により公表している。
公表状況・公表方
法

見直し案

【資料の収集】
  あらゆる機会を捉えてこれまで法人が継続して実施してきた措置が有効に機能した結果、平成15年度
後期448件、平成16年度727件、平成17年度682件、平成18年度838件の関係資料が収集でき、中期目標・
計画において設定された各事業年度500件（平成15年度は250件）程度の目標は平成19年度においても達
成できる見込みであり、十分な成果を上げている。
　また、外国の政府等が保有する関係資料の調査結果に基づき、ロシア国立軍事公文書館、カザフスタ
ン共和国内の国立公文書館等において、抑留映像、個別の収容所等に関する資料、当時の日本人への情
報を伝える新聞など貴重な外国資料を入手することができた。
【資料の保管】
　各年度に収集した全ての関係資料について、来歴等を記入したカルテを作成するとともに、関係資料
の保管方法を適宜見直しし、劣化を防止するとともに体系的かつ機能的な保管を行うことにより収納ス
ペースの確保及び出し入れの利便性を確保している。また、関係資料の電子データ化については、平成
18年度末までに累計28,506件を総合データベースシステムに入力を行うことができ、中期目標期間中に3
万点以上の電子データ化を実施するとの目標は達成できる見込みである。
【資料の展示】
　平和祈念展示資料館を適正に管理・運営し、また、特別企画展、平和祈念展、地方展示会などの催事
を着実に実施するとともに、これらの入場者等がどのようなニーズを持っているのかを把握するためア
ンケートを実施し、その後における展示資料館の運営や催事の充実に有効に役立てている。また、基金
が所有する関係資料を基金以外の者が実施する展示会等に積極的に貸し出すことにより、関係資料の有
効活用と基金の実施している業務の理解の広がりが図られた。
　なお、展示資料館の入館者数については、平成15年10月から18年度末までで163,227人であり、18年度
までの中期目標の152,000人を約7％以上上回っており、目標を達成することができている。
　また、基金の廃止を見据えて保有する資料の保存方法等について、適正かつ慎重に検討する。

実施状況

見直し案
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5.特定事業執行型
（単位：千円）

ー

事務・事業の名称

55,836

独立行政法人平和祈念事業特別基金
＝平成22年9月30日までの間において政令で定める日までに

廃止＝
法人名

国からの財政支出額 ー

府省名 総務省

事務・事業の内容

対19年度当初予算増減額

【調査研究】

支出予算額

対19年度当初予算増減額

・関係者の労苦についての調査研究を計画的に進め、その実態の把握
・外国に所在する関係資料の調査

独立行政法人の整理合理化案様式

受益者特
定（②）

受益者特定及び対
価収受の可否

受益者負担金－運
営コスト

官民競争
入札等
（①）

検討

▲ 7,137

（情報発信・展示・普及・助言等型）

ー

対価収受：無(「今次の大戦における尊い戦争犠牲を銘記し、かつ、永遠の平和を祈念するため、 関係
者の労苦について国民の理解を深めること等により関係者に対し慰藉の念を示す」事業であるため)

受益者負担金
（算定方法、総

計）
ー

運営コスト
（内訳、総計）

ー

無

ー

他の法人
との一体
的実施
（③）

一体的に実施する
法人等

内容

理由

既に可能なものから外部委託を積極的に実施しており、事業の効率的・効果的な実施に努めている。

ー

ー

見直し案 ー

理由

法人内で
の一体的
実施
（③）

同様の事務事業を
実施している施設

無

一体的実施の可否 ー

内容

理由

ー

ー
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事業効果
（事前、
事後）
（⑤）

　労苦の実態把握については、関係者が高齢化していることなどを踏まえ、その健康状態等にも配慮し
つつ、早急に引き続き実施する必要がある。
　外国資料の調査については、外交上の問題や経年による資料の散逸、劣化等が懸念される中、関係者
の労苦を後世に継承するため、実施することが必要である。
　なお、これら調査研究の実施にあたっては、費用対効果を考慮し、より一層の業務運営の効果的かつ
効率的な実施を図り、基金廃止までの残された期間内でどこまで行いうるかを検討しつつ行う必要があ
る。

業務の実績に関する評価調書をホームページ等により公表している。
公表状況・公表方
法

見直し案

【労苦の実態把握】
　関係者の高齢化が進展し、採録が年々困難となっている中、関係団体に対し、体験者それぞれの労苦
について手記または聞き取りによる労苦採録の委託を行うとともに、各種歴史書籍等との照合を行い、
史実との整合性、客観性の担保等に努め、毎年度『平和の礎』として刊行する事業を継続している。こ
れらは、年月の経過により当時の状況が失われていく中で、関係者の労苦の幅広い実情把握にとって意
義が深いものと認められる。
【外国調査の実施】
　「外国資料収集等委員会」を組織し、日本国内だけでなく外国の政府等が保有する記録映画・フィル
ム、新聞書籍等の戦後強制抑留関係資料の所在調査を積極的に行ったことにより、貴重な関係資料の存
在の確認及び入手等につながっている。

実施状況

見直し案

引き続き、評価調書等をホームページ等により公表するなど、情報公開を徹底する。
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5.特定事業執行型

他の法人
との一体
的実施
（③）

内容 ー

理由

法人内で
の一体的
実施
（③）

同様の事務事業を
実施している施設

無

一体的実施の可否 ー

内容 ー

ー

一体的に実施する
法人等

無

ー

受益者特
定（②）

受益者特定及び対
価収受の可否

受益者負担金－運
営コスト

官民競争
入札等
（①）

検討

理由

受益者負担金
（算定方法、総

計）

運営コスト
（内訳、総計）

見直し案

独立行政法人の整理合理化案様式

総務省法人名

ー

・調査研究の成果等を有効に活用するため、これらの整理・電子データ化を進め、総合的な管理システムの構築等
・関係者の労苦をより多くの国民に理解してもらうため、全国各地において、講演会等を実施
・関係者が体験した労苦を伝えることができるよう、いわゆる「語り部」を育成
・慰霊事業の開催等に対する助成

府省名

【記録の作成・頒布、講演会等の実施等】

支出予算額

対19年度当初予算増減額

国からの財政支出額

▲ 27,002

ー

対価収受：無(「今次の大戦における尊い戦争犠牲を銘記し、かつ、永遠の平和を祈念するため、 関係
者の労苦について国民の理解を深めること等により関係者に対し慰藉の念を示す」事業であるため)

ー

ー

既に可能なものから外部委託を積極的に実施しており、事業の効率的・効果的な実施に努めている。

ー

（単位：千円）

ー

事務・事業の名称

193,751

独立行政法人平和祈念事業特別基金
＝平成22年9月30日までの間において政令で定める日までに

廃止＝

（情報発信・展示・普及・助言等型）

事務・事業の内容

対19年度当初予算増減額
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理由 ー

【記録の作成・頒布】
　体験者の手記または聞き取りを採録した『平和の礎』各編や啓発ビデオ等を各年度それぞれ刊行し、
全国の国公立の図書館や学校等に頒布している。
　その他、平和の礎、戦後強制抑留史、戦後強制抑留関係資料の17,000件余りをデータベース化すると
ともに、「平和の礎」や「戦後強制抑留史」については、ホームページ上でも公開している（一部を除
く）。この結果、中期目標に定められた期間中に総合データベースシステムへ２万件以上の登録を行
う、ホームページにより情報を提供する、調査研究成果を出版し、これら出版物等を積極的に活用する
との目標は達成できる見込みである。
【講演会等の実施】
　毎回実際の引揚げ等の体験者である著名人や学識者等を招き、本人の実体験を語るとともに当時の内
外情勢や背景事情などとともに分かりやすく解説していただき、語っていただくなど工夫を凝らした上
で開催し、各事業年度において目標を上回る参加者があった。
　また、関係団体への委託により「戦争体験の労苦を語り継ぐ集い」を実施しており、中期目標に定め
る語り継ぐ集いを各事業年度平均15回以上開催するとの目標は達成できる見込みである。また、一部に
ついて地方展示会と一体的に開催して経費や人員の節約を図るなど、効率的な運営とするよう工夫して
いる。
　さらに、平成１５年度より「高校生平和祈念ビデオ制作コンクール」を実施しており、毎回ビデオ制
作コンクールの募集範囲の拡大を行い、次世代を担う若い世代に対する関係者の労苦の一層の理解促進
が図られている。
【語り部の育成】
　平成15年度以降、18年度末までに23人の語り部を育成しており、18年7月から平和祈念展示資料館にお
いて、総合語り部が常駐するよう体制を整備し、入館者に積極的に語りかけ、体験者の生の声を伝える
ことにより理解と感銘を与える工夫と努力を行った。また、平成18年度末までに延べ28校73クラスの小
学校に語り部を派遣し、自らの体験談を始め関係者の労苦や平和の尊さについて語り継ぐ事業を実施し
ている。
【催し等への助成】
　財団法人全国強制抑留者協会が実施した慰霊事業、日・ロ交流シベリア抑留関係事業に対し助成を
行 ている

引き続き、評価調書等をホームページ等により公表するなど、情報公開を徹底する。

費用対効果を考慮しつつ、より一層の業務運営の効果的かつ効率的な実施を図る。

業務の実績に関する評価調書をホームページ等により公表している。

事業効果
（事前、
事後）
（⑤）

公表状況・公表方
法

見直し案

実施状況

見直し案
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5.特定事業執行型

ー

受益者特
定（②）

受益者特定及び対
価収受の可否

受益者負担金－運
営コスト

官民競争
入札等
（①）

事務・事業の内容

対19年度当初予算増減額

【書状等の贈呈事業】

支出予算額

・関係者に対し書状等を贈呈

事務・事業の名称

221,717

対19年度当初予算増減額

国からの財政支出額 ー

独立行政法人の整理合理化案様式

府省名 総務省

（単位：千円）
独立行政法人平和祈念事業特別基金

＝平成22年9月30日までの間において政令で定める日までに
廃止＝

法人名

理由

対価収受：無(「今次の大戦における尊い戦争犠牲を銘記し、かつ、永遠の平和を祈念するため、 関係
者の労苦について国民の理解を深めること等により関係者に対し慰藉の念を示す」事業であるため）

受益者負担金
（算定方法、総

計）
ー

贈呈にあたって軍歴等の審査等を行う必要があり、恩給等の専門的な知識が必要であるため実施しな
い。

ー

検討

▲ 72,266

（情報発信・展示・普及・助言等型）

法人内で
の一体的
実施
（③）

同様の事務事業を
実施している施設

運営コスト
（内訳、総計）

ー

ー

見直し案 ー

他の法人
との一体
的実施
（③）

一体的に実施する
法人等

無

内容 ー

理由 ー

理由

無

一体的実施の可否 ー

内容 ー

ー

42



事業効果
（事前、
事後）
（⑤）

見直し案

  書状等の贈呈にあたっては、戦後60年余りを過ぎ関係者の高齢化に伴って贈呈件数が年々減少してい
たが、基金の廃止法により、申請の受付が平成19年3月末までとなったことから、新聞広告等に加え、政
府広報の実施、市区町村広報紙（誌）への掲載依頼の強化、また、基金主催の全ての平和祈念展、特別
企画展、フォーラム等の会場における相談窓口の設置など、様々な機会を通じて積極的に広報を実施す
るとともに、請求者からの申請については、迅速かつ着実な処理を行っている。

実施状況

見直し案

引き続き、評価調書等をホームページ等により公表するなど、情報公開を徹底する。

　基金廃止法の成立により、本事業の申請受付は平成19年3月末をもって終了しており、未処分の贈呈事
務を終えた時点で廃止する。

業務の実績に関する評価調書をホームページ等により公表している。
公表状況・公表方
法
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5.特定事業執行型

他の法人
との一体
的実施
（③）

内容 ー

理由

法人内で
の一体的
実施
（③）

同様の事務事業を
実施している施設

無

一体的実施の可否 ー

内容 ー

理由 ー

ー

一体的に実施する
法人等

無

ー

受益者特
定（②）

受益者特定及び対
価収受の可否

受益者負担金－運
営コスト

官民競争
入札等
（①）

検討

理由

受益者負担金
（算定方法、総

計）

運営コスト
（内訳、総計）

見直し案

独立行政法人の整理合理化案様式

総務省法人名

ー

・関係者本人に対して慰労品を贈呈
・慰霊碑の建立

府省名

【特別記念事業等】

支出予算額

対19年度当初予算増減額

国からの財政支出額

ー

ー

対価収受：無(「今次の大戦における尊い戦争犠牲を銘記し、かつ、永遠の平和を祈念するため、 関係
者の労苦について国民の理解を深めること等により関係者に対し慰藉の念を示す」事業であるため）

ー

ー

贈呈にあたって軍歴等の審査等を行う必要があり、恩給等の専門的な知識が必要であるため実施しな
い。

ー

（単位：千円）

ー

事務・事業の名称

ー

独立行政法人平和祈念事業特別基金
＝平成22年9月30日までの間において政令で定める日までに

廃止＝

（情報発信・展示・普及・助言等型）

事務・事業の内容

対19年度当初予算増減額
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基金廃止法の成立により、平成19年4月から開始したものであり、多くの関係者に慰労の品を贈呈できる
よう積極的かつ効果的にその周知の徹底に努めるとともに、請求後早期に慰労の品が申請人の手元に届
くよう迅速かつ着実な事務処理に努めている。

評価調書等をホームページ等により公表するなど、情報公開を徹底する。

費用対効果を考慮しつつ、より一層の業務運営の効率化を図り、迅速かつ着実な事務処理体制の確立を
図る。

平成19年4月から開始したため、評価調書等については、公表していない。

事業効果
（事前、
事後）
（⑤）

公表状況・公表方
法

見直し案

実施状況

見直し案
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